
　県内の漁業経営体が参加する漁業就業相
談や、VRでのバーチャル漁業体験、先輩漁
師との座談会など、漁師の仕事がよくわか
る「高知県漁業就業フェア」を開催します。
漁業の仕事に少しでも興味のある方はぜひご

来場ください。

詳しくはHPをご覧ください。
https://kochi-ryoushi.jp

　四万十町のまちづくりの指針である「第２
次四万十町総合振興計画」の推進にあたり、
公共団体などの幅広い分野の委員とともに、
町民の皆さまの意見を反映させるため、「四
万十町総合振興計画審議会」の委員（任期２
年）を募集します。
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物価高騰への支援として実施する給付金のお知らせ公募委員の募集

　物価高騰の影響を受けている町民生活を
支援するため、令和５年10月検針分から水
道料金の基本料金を減免してきました。こ
の減免期間が、令和６年５月検針分（６月
請求分）をもって終了となります。
　なお、令和６年６月検針分（７月請求分）
からは通常料金の請求となります。

　高南地域営農協議会では、新たに就農を
お考えの方を対象に相談会を開催します。
就農前に農業について学ぶ研修事業や経営
開始後に受けられる支援制度などについて、
関係機関が同席の上、個別相談が可能です。

水道料金減免期間の終了 新規就農相談会を開催

②令和６年度分の住民税が新たに均等割のみとなった世帯

令和６年６月３日（基準日）時点で四万十町に住民登録があり、世帯全員の令和６
年度住民税が新たに非課税となった世帯

令和６年６月３日（基準日）時点で四万十町に住民登録があり、令和６年度住民税
について、新たに「均等割のみ課税者」または、「均等割のみ課税者と非課税者」
で構成されることとなった世帯

※対象となる方には、8月中旬以降にご案内の文書を送付する予定です。

令和６年度に、新たに住民税所得割非課税世帯となり、下記の「支給対象」に該当
する世帯に対し、１世帯あたり10万円の給付を行います。

※令和５年度に実施した同様の給付金の対象であった世帯は対象外です。

令和６年分の所得税および令和６年度住民税において、定額減税が実施されています
が、その中で定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付（調整給付）します。

日　時 8月18日（日）
12：00～16：30 

場　所

その他

高知ぢばさんセンター１F
多目的ホール（高知市布師田3992-2）
※無料駐車場有り 
申込不要、入場無料

日　時 ８月９日(金) 13：30～（予約制）
場　所 JA高知県四万十支所 2階中ホール

募集人数 若干名

応募資格

応募方法

※参加をご希望の方は、８月２日(金)までに
　事前申し込みが必要です。
※農林水産課窓口でも随時相談を受け付けて
　いますので、お気軽にお問い合わせください。

環境水道課　☎22-3119お問い合わせ先

企画課　☎22-3124お問い合わせ先

税務課　☎22-3116お問い合わせ先
農林水産課　☎22-3113

お申し込み・お問い合わせ先

（一社）高知県漁業就業支援センター
  ☎088-824-0379

お問い合わせ先

高知県漁業就業フェア
を開催

給付金支給対象世帯

定額減税可能額とは…

①令和６年度分の住民税が新たに非課税となった世帯

①令和６年分所得税が課税される見込みの方、または、四万十町から令和６年度個人
住民税所得割が課税されている方
②定額減税可能額が「令和６年分推計所得税額」または「令和６年度個人住民税所得
割額」を上回る（減税しきれない）方

所得税および住民税から定額減税しきれなかった額の合計を１万円単位に切り上げて
給付します。

給付金支給対象者

給付額

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

所　得　税　分 ＝ 3万円 × （本人＋控除対象配偶者＋扶養親族の人数）
個人住民税所得割分 ＝ 1万円 × （本人＋控除対象配偶者＋扶養親族の人数）

※対象となる方には、８月下旬以降にご案内の文書を送付する予定です。

応募用紙は、企
画課および大正・十和地域
振興課に用意しています。
また、町のホームページで
ダウンロードもできます。

町内在住の18歳以上の方で、まち
づくりに関心のある方

令和６年度 住民税が新たに所得割非課税となる世帯への給付金

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金（調整給付）
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